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事 業 名 保健師関係指導事業 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

１ 家庭訪問及び保健指導 
（１）家庭訪問 
   対象者は感染症患者（結核含

む）難病患者、長期療養児等のハ

イリスク児など多岐にわたって

いる。 
   療養生活の相談・精神面への 

支援・育児相談・発達発育への  

支援・不安の解消を行っている。 
（２）保健指導 
   面接相談、電話相談などにより 

保健指導を実施している。 
 
 
２ 管内保健師業務連絡研究会 
  管内の行政保健師等の専門職と

しての教育並びに活動を効果的に

推進し、地域住民の健康の増進に資

することを目的として研究会を実

施している。 

≪進捗状況≫ 

１ 家庭訪問・保健指導の対象別実施状況                 単位：件数 
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訪問 36 103 0 45 4 9 0 0 0 0 0 1 198 

保健 
指導 1658 463 1 362 148 457 2 1 0 1 13 16 3122 

                         ※地域保健課及び疾病対策課保健師の合計（延べ件数） 
 
 
２ 管内保健師業務連絡研究会実施状況  

期 日 内      容 参加人

員 

平成 27年 4月 27 日 
平成２７年度各機関の主要事業の紹介及び 

保健活動業務研究発表の報告 ３３人 

平成 27年 7月 24 日 
講演「地域包括ケアと保健師の使命」 

講師 一橋大学大学院 社会学研究科  教授 猪飼 周平 
３５人 

平成 27年 10 月 19 日 
講演「地域診断に基づく参加型地域づくりと保健師活動」 

講師 千葉大学予防医学センター 教授 近藤 克則 
３３人 

平成 27年 11 月 30 日 

千葉県保健師活動業務研究発表レポートへの助言及び講演 

講演「保健師活動の見える化～保健師業務研究を通して～」 
講師 千葉県保健医療大学 准教授 細谷 紀子 

３１人 
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事 業 名 母子保健事業（１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
 
１ 長期療養児支援 
（１）療養生活支援講演会・交流会 

小児慢性特定疾病の受給対象

者や保護者が孤立することなく、

社会とつながり、安心して療養生

活を送るために、情報提供等の講

演会や交流会を開始する。 
 
 

（２）小児在宅医療・療養関係者研修 
  会 

医療を受けながら在宅で生活

する子どもが増えるなか、管内で

先駆的に在宅療養支援に取り組

んでいる専門家からの講演や

様々な職種の支援者で研修会、情

報交換会等を行うことで、在宅療

養支援体制の充実を図る。 
 
 
 
 
 
 
 

 

≪進捗状況≫ 
  
１ 長期療養児支援 
（１）慢性腎疾患講演会・交流会 

期日：平成２７年１０月２日 

     内容：講演会 「子どもの慢性腎臓病の治療と生活管理」 

        講師  国立成育医療研究センター  亀井 宏一 

        交流会 アドバイザー 

国立成育医療研究センター  亀井 宏一 

            東京「腎炎・ネフローゼ児」を守る会 杉野 佐代子 

     参加者数：小児慢性受給者の親  
（２）小児在宅医療・療養関係者研修会 

期日：平成２７年１０月２２日 

     内容：１．活動報告   コーディネーター 岩沢医院 院長 大野京子 

         ①市川健康福祉センター  

         ②セントケア訪問看護ステーション市川 所長 田島夕子 

         ③なごみ訪問看護ステーション 所長 鎌田和江 

         ④市川市障害者支援課障害者地域生活支援センター 所長 新正みち子 

         ⑤浦安市健康福祉部長 新宅 秀樹 

         ⑥順天堂大学医学部附属浦安病院 小児科医 原 聡 

        ２．在宅療養当事者インタビュー 

        ３．ディスカッション 

         ～個々のニーズにそった支援提供のために必要なこととは～ 

      参加者数：小児在宅医療・療養支援に携わる方  
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事 業 名 母子保健事業（２） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
２ 医療給付 
（１）結核児童療育の給付 
   
 
 
 
（２）小児慢性特定疾病医療支援制度 

 
     長期療養の必要な１４疾患群

について患者家族の医療費の負
担軽減に資するために、医療費の
自己負担分を補助する。 

 
 

（３）特定不妊治療費助成事業 
   特定不妊治療（体外受精及び顕

微授精）を受ける夫婦に対して治

療費の一部を助成することによ

り、経済的負担の軽減を図ると共

に､不妊に関する相談を充実させ

ることにより、不妊に関する総合

的支援体制の推進を図る。 

 
３ 思春期保健事業 

管内の思春期健康課題（精神保
健・心の健康づくり）について、関
係者の資質の向上と、生徒への健康
教育を実施する。 

 

≪進捗状況≫ 
２ 医療給付の状況 
（１）結核児童療育の給付 
   結核にかかっている 18 歳未満の児童で、医師が入院を必要と認めたものについて行う。 

（指定医療機関の診療） 
    申請件数０件 
 
（２）小児慢性特定疾病医療支援制度     

 
受給者   ５２７人  （新規：４５人  消滅：２人） 
     

     対象疾患群：悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、        

先天性代謝異常、血液疾患群、免疫疾患、神経・筋疾患群、慢性消化器疾患群、染色体又は遺

伝子に変化を伴う疾患群、皮膚疾患群 
（３）特定不妊治療費助成事業 
    申請受理件数 ２４７件 

 
 
 
 
 

 
 
 
３ 思春期保健事業 

（１）地域保健・学校保健共同勉強会 
期日：平成２７年８月５日（水） 

       内容：①講演「思春期～青年期に多く見られる精神・心理的問題と対応」 
           講師 国立国際医療研究センター国府台病院 児童精神科医 宇佐美 政英 

②情報交換会 
     （２）健康教育 

期日：平成２７年１２月１１日（金） 
（一人ひとりに応じた支援事業：健康教育として開催 P.8 参照） 
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事 業 名 母子保健事業（３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
 

４ 遺伝相談 
  結婚・妊娠・出産等で遺伝に関連

した悩みをもつ方のための専門医に

よる面接相談。 
   県内では、遺伝相談を実施してい

る専門医療機関が少なく、県健康福

祉センターで開催しているのは当セ

ンターのみである。 
 
 
 
 
 
 
５ 乳幼児安全法 
  乳幼児に関わる職員に対し、事故 
等の予防および発生時の対応手技

について指導・啓発を行う。 
 
 
 
 
６ 母子保健推進員研修会 
  管内の母子保健推進員等の資質
向上を図り、母子保健事業の円滑な
推進を図るため毎年一回開催する。 

 

≪進捗状況≫ 
 
４ 遺伝相談(予約制) 
  ・実施日：年４回（予定）１件１時間程度の面接相談 
       平成２７年６月１９日、９月１８日、１２月１８日、平成２８年３月１８日（予定） 
  ・周知方法：市川健康福祉センターのホームページ、所内ポスター掲示 

関係機関へのポスター送付（送付先；千葉県の各健康福祉センター、病院、管内市、千葉県総合難
病相談・支援センター、千葉県内の各地域難病相談・支援センター） 

  ・実施状況 

 

 

 

 
 
 
 
 
５ 乳幼児安全法（実施予定） 

期日：平成２８年１月２８日（予定） 
内容：講演・講習 「乳幼児救急蘇生法～AED を中心に～」 
    講 師   日本赤十字社千葉県支部（乳幼児安全法指導員） 
参加者：管内の認可外保育園の保育士  
  
 

 
６ 母子保健推進員研修会 

 期日：平成２７年７月２８日 
 内容：講演「知っておきたい子育てママと家族のメンタルヘルス」 

講師  あさか台相談室長 藤本 裕明 
対象：管内市（母子）保健推進員、健康推進員、保健師  
 
 

 
 

 開催回数    ２回 

 相談件数 ４件 
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事 業 名 母子保健事業（４） 担当課名 地 域 保 健 課 

 
≪事業目的及び内容≫ 
７ 新生児妊産婦訪問指導従事者研修
会 
 新生児及び妊産婦の健康の保持・増
進に資するため、訪問指導従事者等の
資質向上を図ることを目的に開催す
る。  
（習志野健康福祉センターと隔年で 
担当） 
 

８ 母子保健推進協議会 
   広域的な母子保健、医療、福祉施
策を推進するため、市川健康福祉セ
ンターに母子保健推進協議会を設置
する。 

 
９ 母子保健連絡会 

管内の周産期医療機関と行政保健
師の連携強化のため講演、情報交換
を実施する。 

 
 

 
 
 

 
 

１０ 要保護児童対策地域協議会実務

者会議 
 関係各機関の児童福祉担当者を中

心とした連絡会及び事例検討会に出

席する。 

 
≪進捗状況≫ 
７  新生児妊産婦訪問指導従事者研修会 

 期日：平成２７年９月８日 
 内容：講演「新生児・乳幼児期に多い感染症とその予防」 

講師  船橋ベイサイド小児科院長 佐藤 武幸氏 
対象：市川・習志野健康福祉センター管内市、新生児・妊産婦訪問指導従事者並びに 

保健所及び市町村の保健師、助産師等  
 
 
 
８ 市川健康福祉センター母子保健推進協議会 

期日：平成２８年１月８日（予定） 
 
 
 
９ 母子保健連絡会 
（１）母子保健担当者連絡会 

期日：平成２７年５月２６日 
内容：・平成２７年度の母子保健業務について 

・在宅療養児の情報共有と連携について 
出席者数：管内市保健師、保健所職員 １０人 

 
（２）管内関係機関との母子保健連絡会（小児在宅医療・療養関係者研修会として開催 P.4 参照） 
   
 
 

１０ 市川市要保護児童対策地域協議会 実務者会議 １回／月 
    浦安市要保護児童対策地域協議会 実務者会議 １回／月 
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事 業 名 成人・老人保健事業（１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

１ がん登録事業 

  千葉県がん登録事業に基づき、が

ん患者等の死亡票より必要情報を収

集し報告する。 

 

２ がん検診推進員育成講習会 

  管内の母子保健推進員、食生活改

善推進員等をがん検診推進員として

育成し、がん検診未受診者に検診の

声かけ運動等を実施することにより

受診率の向上を図る。 

 

３ 一人ひとりに応じた健康支援事業 

（１）健康相談事業 
身体的、精神的な悩みを有する

思春期以降の全年齢層にわたる女

性・男性を対象として健康相談を行

う。 
   
（２）健康教育事業 

思春期以降の全年齢層の男女を

対象として性差やライフステージ

に応じたものや思春期(高校生)を
対象とした健康教育を実施する。 

 
４ 介護老人保健施設実地指導 

習志野健康福祉センター監査指導

課と共同で実地指導を行う。 

 

 ≪進捗状況≫  

１ がん登録 

  平成２６年９月分まで 計 ２，４５１件報告 

 

 

 

２ がん検診推進員育成講習会 

ブロックごとに開催。同じブロックの習志野健康福祉センターと当センターで１年ごと交互に開催している。 

今年度は、習志野健康福祉センターが実施。 

 

 

 

 

３ 一人ひとりに応じた健康支援事業 

（１）保健師による電話健康相談  １５件 

 

 

 

 

（２） 健康教育（高校生を対象とした健康教育を実施） 

期日：平成２７年１２月１１日 

内容：講話「思春期の心の健康づくり」 

講師：千葉県市川健康福祉センター 地域保健課 保健師 

   参加者数：県立市川工業高校 1年生 

 

４ 介護老人保健施設実地指導 

市川市介護老人保健施設 ゆうゆう    平成２７年８月１０日 実施 

介護老人保健施設 葵の園・市川     平成２７年１０月２９日 実施 

介護老人保健施設 つばさくらぶ     平成２７年１１月１２日 実施 

 



- 9 - 

事 業 名  成人・老人保健事業（２） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

５ 自殺対策事業 

（地域自殺対策交付金事業） 

  自殺対策強化として相談支援、人

材養成、普及啓発及び連絡会議を開

催し、関係機関と連携して自殺対策

を推進する。 

 

６ 地域・職域連携推進事業 

  地域・職域連携推進協議会を設置

し、地域保健と職域保健が連携して、

生活習慣病の予防と健康寿命の延伸

を図るための体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪進捗状況≫ 

５ 自殺対策事業 

（１）普及啓発事業  

    自殺予防週間（９月１０日～９月１６日）における普及啓発 

     心の健康に関するポスターおよび冊子の展示  

（２）管内自殺対策担当者連絡会 

     平成２８年２月（予定） 
 

６ 地域・職域連携推進事業 

（１） 連携事業 
  １）労働衛生週間説明会における普及啓発活動 
      期間： ①９月８日 市川支部 参加者１１７名  
            ②９月１０日 浦安支部 参加者 ９７名 
      内容 ：ア 健康教育の実施 
          講演会「職場の受動喫煙対策 訴訟及びトラブルをいかに予防すべきか」 
           講師 岡本総合法律事務所 弁護士 岡本光樹 
        イ 市川・浦安 地域・職域連携推進事業の紹介とポスターの配布 
           ポスター内容： ・肥満やメタボリックシンドローム 

・がん検診受診率の向上 
           ウ アンケート調査の実施 
             企業が取組む受動喫煙対策の実態把握に向けて実施 
          回答数：市川支部７７枚  浦安支部４２枚 計１１９枚 

２）チラシの作成 
  内容：昨年度実施した「３歳児健診対象家庭の受動喫煙の実態調査」アンケート結果（概要版作成）と受

動喫煙およびＣＯＰＤについてチラシを作成 
３）たばこ（受動喫煙・ＣＯＰＤ）の知識の普及啓発活動 
   内容：上記２）で作成したチラシの掲載及び配布 

方法：①船橋協会報 秋号へのチラシへの掲載 
 ②浦安市民まつりにてチラシの配布（１０月） 
③いちかわ市民まつりにてチラシの配布（１１月） 
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事 業 名 成人・老人保健事業（３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（６ 地域・職域連携推進事業つづき） 
 
 
 

≪進捗状況≫ 

 

（２） 作業部会 

 

＜第１回＞  

期日：平成２７年８月６日 
内容：平成２７年度事業計画について 
   ・平成２６年度「たばこに関するアンケート」調査結果 概要版について 
   ・たばこに関する啓発・普及媒体について 
   ・協働事業「講演会」について 
出席者数：船橋労働基準監督署、商工会議所、浦安鉄鋼団地協同組合、管内市保健師,保健所職員 計 9人 

  ＜第２回＞ 
期日：平成２７年１１月２７日 
内容：平成２７年度事業実施報告について 
    今年度の事業予定 
    来年度の事業計画について 
出席者数：船橋労働基準監督署、商工会議所 浦安鉄鋼団地協同組合、管内市保健師  

保健所職員 計９人  

 

（３）地域・職域連携推進協議会 
    期日：平成２８年１月２５日（予定） 
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事 業 名 栄養改善事業（１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
１ 健康づくり事業 
（１）子どもの健康づくり事業 

青少年期に望ましい食習慣及

び生活習慣を定着させることは、

生涯を通じた健康づくりからも

大切である。 
「食育指導者研修会」「食生活

改善推進員研修会」等を開催し、

関係機関が連携し、地域における

若年者の健康づくりを推進する。 
 
 
 

（２）健康ちば協力店推進事業      

食環境へのアプローチとして

外食産業との連携により、飲食店

等での外食料理栄養成分表示・健

康に配慮したメニューの提供・禁

煙席等のたばこ対策・健康栄養情

報を提供する店を「健康ちば協力

店」として登録を行い、地域住民

の積極的な栄養管理及び健康づ

くりの支援を図る。 
 
 

≪進捗状況≫ 
１ 健康づくり事業 
 （１）子どもの健康づくり事業 

ア 食育指導者研修会 
   平成２７年度内 １回（予定） 

   イ 食生活改善推進員研修会(千葉県委託事業) 
平成２７年度内 １回（予定） 

 
 
 
 
 
 
 
（２）健康ちば協力店推進事業  
   ア 登録店舗数の増進：９月末現在登録件数 １０４件 (登録延件数 １４５件) 
   イ 登録後の支援 

   健康栄養情報の提供（リーフレットを配布） 
   ウ 事業の普及啓発 
    〈県民へのＰＲ〉 

登録店情報掲載チラシ(登録店 MAP)、リーフレット等配布 
  ・市川市民まつり 平成２７年１１月７日 

    〈登録促進のための事業ＰＲ〉 
      情報提供及び事業説明 

・管内調理師会 理事会 １回 
 
 
 
 



- 12 - 

事 業 名 栄養改善事業（２） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（３）食生活改善についての啓発普及 

   「食事バランスガイド」や「食

品表示基準」及び「千葉県食育推

進計画」など栄養情報の提供を推

進し、食生活改善のめやすとして、

地域住民に広く浸透を図るよう普

及啓発を行う。 

 

２ 栄養改善事業 

（１）病態栄養指導の推進 

    難病や食生活の習慣等に起因す

る諸疾患の病態に応じた栄養相

談・指導事業を推進する。 

 

（２）特定給食施設の栄養管理指導の

推進 

     管内には２２７施設の給食施設

があり、働く人への食事を提供す

る事業所をはじめ、乳幼児や学童

の今後の食習慣形成に係る児童福

祉施設や学校、給食が療養生活の

ＱＯＬに大きな影響を及ぼす病院

や介護老人保健施設、生活の場と

しての社会福祉施設等において、

施設の特性に応じた多種多様な内

容の給食が提供されている。給食

管理者・従事者の資質向上を図り

施設特性に応じた栄養管理となる

よう指導強化を行う。 

≪進捗状況≫ 
（３）食生活改善についての啓発普及 

・ 研修会開催時に行う情報提供 

・ 浦安市健康推進員への講話（食事バランスガイドについて） 

・ 関係団体への情報提供 

 

 

 

 

２ 栄養改善事業 

 （１）病態栄養指導の推進 

   ア 電話や来所面接による食生活・病態栄養相談 ：３件 

   イ 講話及び相談事業の実施  

期日：平成２８年２月（予定） 

 

 （２）給食施設指導 

   ア 個別指導 

・ 巡回指導  

 

学

校 

病

院 

介
護
老
人

保
健
施
設 

老
人
福
祉

施

設 

児
童
福
祉

施

設 
社
会
福
祉

施

設 

事

業

所 

寄

宿

舎 

そ

の

他 

計 

指導件数 ２７ ３ ５ １０ ２８ ０ ９ ２ ３ ８７ 

    ・ 給食の運営・栄養管理等の電話や来所による指導 ３３件 

    ・ 特定及び給食施設開始届・変更届・廃止届に伴う指導  ４０件 
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事 業 名 栄養改善事業（３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）保健機能食品及び健康食品等に 

関する指導 

地域住民が自らの健康を考えた

食品や外食料理等を選択できるよ

う関連企業・食品営業者等に対して

保健機能食品の指導及び食品表示

基準制度等の周知を図る。 

≪進捗状況≫ 
   イ 集団指導 

    ・給食施設従事者研修会   

期日：平成２７年６月３０日  

内容：講  演「給食施設における衛生管理について」 

情報提供「平成２６年度給食施設巡回指導結果について」 

     参加者数：１３９人 ９９施設 

    ・給食施設栄養管理担当者研修会 

期日：平成２７年１０月８日 

内容：講話 給食施設の栄養管理について 

・事業所給食施設従事者研修会  

期日：平成２８年２月９日 （予定） 

内容：講演 事業所給食施設の栄養管理と健康づくりについて 
ウ 施設状況報告 

・ 給食運営現況調査        平成２７年５月実施 ２２２件 

現況調査 報告書記入に関する問合せ対応 ５７件 

・ 栄養管理状況調査        平成２７年１１月 

 

 

 

（３）保健機能食品及び健康食品等に関する指導 

ア 食品表示法による食品表示基準（栄養表示）に関する相談 ６件 

イ 健康増進法第３１の規定違反及び違反が疑われる広告等の相談 ０件 
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事 業 名 栄養改善事業（４） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
（４）栄養士・調理師の育成指導 

  地域住民の健康づくりに係わる関

係団体（調理師会・栄養士会）の会

員の資質向上が図れるよう支援を行

う。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）国民健康・栄養調査、県民健康・

栄養調査 
   健康増進法に基づき、国民の健

康状態及び、栄養摂取量の実態等

を明らかにすることを目的として

実施する。また２７年は、５年に

１回の県民健康・栄養調査を併せ

て行う。 

≪進捗状況≫ 
（４）栄養士・調理師の育成指導 

ア 調理師免許事務関係 

・ 免許 新規交付：３７件  書換交付：１５件  再交付：２０件 

・ 調理師試験 （試験日：平成２７年７月２３日） 

     願書提出者：１３６人 受験者：１２４人 合格者：７１人（合格率：５７．３％） 

イ 市川保健所管内調理師会への支援 

・ 中堅調理師研修会 平成２７年８月１９日 参加者数２２人 

ウ 市川保健所管内栄養士会への支援 

・ 第１回研修会  

期日：平成２７年５月２７日 

内容：講演「日本人の食事摂取基準（２０１５年版）について」 

参加者数：６６人 

・ 第２回研修会  

期日：平成２７年７月１５日 

内容：施設見学会「陸上自衛隊松戸駐屯地（災害時の食事の備えについて）」 

参加者数：２９人 

・ 第３回研修会  

期日：平成２７年１０月７日 

・ 第４回研修会  

期日：平成２８年２月 （予定） 

 

（５）国民健康・栄養調査 

平成２７年１１月  調査地区 市川市若宮 調査対象 ２７世帯 

               市川市真間      １９世帯 

県民健康・栄養調査 

平成２７年１１月  調査地区 浦安市美浜      ２１世帯 
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事 業 名 栄養改善事業（５） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
３ 市町村支援 
  管内両市の求めに応じ実施する事

業に対して支援を行う。 

≪進捗状況≫ 
３ 市町村支援 

（１）市川市食生活改善推進員連絡会 

期日：平成２７年４月２３日 出席 

内容：説明「平成２７年度市川健康福祉センター事業説明」 

参加者数：７３人 

（２）浦安市学校給食センター運営委員会 

平成２７年度 ３回開催予定 

第１回 平成２７年７月８日 

（３）管内栄養関係事業担当者連絡会 

平成２７年度内 １回（予定） 
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事 業 名 精神保健福祉事業（１） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

１ 精神保健福祉相談及び訪問 

精神疾患や心の健康、精神障害者の

社会参加や生活上の問題などに関する

相談に応じるとともに、必要に応じて

訪問を実施している。 

定例、定例外ともに医療機関への受

診に関する内容が最も多く、受診勧奨、

受療援助といった通報等対応とはまた

別の危機介入的相談及び訪問の比重が

大きい。 

（１）定例相談・訪問（予約制） 

嘱託精神科医師を中心に、主に精

神疾患やその治療、こころの健康な

どに関しての相談に対応。継続相談

事例に対して、必要な場合は医師の

同行訪問も実施している。 

○定例相談・訪問 

 ・第２(月）・第３(火）・第４(月) 

  13:30～15:30 於：当センター 

・第３(金) 14:00～16:00  

於：浦安市健康センター 

・第１(水) 13:30～15:30  

＊訪問が中心 

 

（２） 定例外相談・訪問（随時） 

精神保健福祉相談員（精神保健福

祉士）・保健師が随時、電話や来所

による相談に応じるとともに、訪問

を実施。 

≪進捗状況≫ 

１ 精神保健福祉相談及び訪問の延件数 

 （平成 27年 9月末現在） 

 

 

 

 

 

区分・月別  ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計 

相   談 

定 例 ７ ８ ７ ８ ７ ９ ４６ 

定例外 ２７ ２６ ３１ １９ １８ １６ １３７ 

電 話 ３１５ ２７７ ３４４ ２９４ ３０６ ３８９ １９２５ 

訪 問 指 導 

（含定例） 
 ３９ ３０ ４７ ４３ ２８ ５５ ２４２ 

計  ３８８ ３４１ ４２９ ３６４ ３５９ ４６９ ２３５０ 
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事 業 名 精神保健福祉事業（２）  担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

 

２ 精神保健福祉法に基づく申請・通

報・届出に関する法施行業務 

 

申請･通報・届出等に基づき、事前調

査の上、必要に応じ措置診察を実施し、

診察結果により移送、入院措置等の県

知事権限による法施行業務を実施して

いる。 

  今年度より、閉庁時の対応は、県健

康福祉部障害福祉課（通報対応グルー

プ）が行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪進捗状況≫ 

 

２ 精神保健福祉法に基づく申請･通報･届出等への対応状況 （平成 27年 9月末現在） 

種  別 
申 請 
通 報 
届 出 

法第２７条診察実施  
診
察
不
要 

結
果
未
定 

診 察 
件 数 
   
※１ 

診 察 結 果 

要措置 
 

※2 

不要措置 ※3 

他の 
入院 

入院 
以外 

計 
 

法第２３条（警察官） 109 32(11) 22(5) 3(2) 7(4) 10（6) 77 5 

法第２４条（検察官） 6 5 4 0 1 1 0 1 

法第２６条（矯正施設長） 7 0 0 0 0 0 7 0 

    計 122 37(11) 26(5) 3(2) 8(4) 11(6) 84 6 

 ※1：（ ）の数は緊急措置診察件数の再掲  ※2：（ ）の数は緊急措置入院件数の再掲 

 ※3：（ ）の数は緊急措置診察後の件数の再掲 

 

月別申請･通報･届出・第 27条第 2項件数 

月別 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 計 

件数 19  11 20 21 21 30 122 
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事 業 名 精神保健福祉事業（３） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 
３ 早期医療につなぐサポート 

  本人の精神症状が緊急を要する状況

ではないものの医療は必要な状況なた

め継続的に医療へ繋がるよう相談・訪

問を行っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 精神障害者地域家族会への支援 

精神障害者の家族が集まり、各々の

体験や知識・情報を分かち合い、語り

合うことを通じて、家族自身のリカバ

リーやエンパワーメントを目指す自主

的グループ活動に、会場提供、運営相

談、勉強会（講演等）の開催等につい

ての支援を行っている。 

○ 市川地域家族会『松の木会』 

毎月第２金曜日 

会場：当健康福祉センター 

○ 浦安地域家族会『いちょうの会』 

毎月第３土曜日  

会場：浦安市総合福祉センター 

≪進捗状況≫ 

３ 早期医療つなぐサポート 

月別 

区分 

4月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 合計 継続支援数 

※５ 

平成 27年度 9月末 

終了ケース内訳 

先月末継続

支援件数 

12 11 11 11 10 12  10(5) 医療へつながった 

（通院） 

0 

新規 

受付件数 

1 0 1 1 2 1 6 医療受診後も

継続している

ケース（再掲） 

※6 

医療へつながった 

（入院） 

1 

支援総数 13 11 12 12 12 13  医療及び地域につなが

った 

0 

終了件数 2 0 1 2 0 3 8 1（1） 医療継続した 1 

地域につながった 2 

延来所 4 0 3 1 1 0 9  見守り体制が整った 1 

延電話 15 16 9 23 7 9 79 その他 3 

延訪問 3 1 6 10 5 8 33 対象外 0 

合計 22 17 18 34 13 17 121 合計 8 

 ※5：( )は昨年度から継続しているケースの再掲 

※6：( )は昨年度から継続しているケースの再掲 

 

 

４ 家族会総会の参加 

 

 ○平成２７年度松の木会総会  

期日：平成２７年５月８日 

 

 ○平成２７年度いちょうの会総会  

期日：平成２７年４月１７日  
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事 業 名 精神保健福祉事業（４） 担当課名 地 域 保 健 課 

≪事業目的及び内容≫ 

５ 精神保健福祉関係機関・団体連絡 

調整 

（１） 関係機関との連絡会議の開催及

び参加 

ア 市川･浦安地域精神保健福祉連絡

協議会 

関係機関･団体の長を中心とした

関係機関連絡会議として開催。 

 

 

イ心神喪失者等医療観察法に関する 

会議 

心神喪失者等医療観察法の対象と

なる精神障害者に対し、医療機関・

地域が一体的なケアを提供するた

め、保護観察所主催の処遇検討会議

に参加し、地域においては訪問指導

等の支援を実施。 

 

 

 

 

 

 

≪進捗状況≫ 

５ 関係機関・団体との連絡調整 

 

 

（１）関係機関・団体との連絡会議の開催状況 

 

ア 市川･浦安地域精神保健福祉連絡協議会   

期日：平成２８年２月２日（予定）  

 

 

 

 

イ 心神喪失者等医療観察法関係 
 

会議種別 ＣＰＡ会議 ケア会議 

開催回数   ２   ５ 
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事 業 名 精神保健福祉事業（５）  担当課名 地 域 保 健 課 

《事業目的及び内容》 
（２）精神保健福祉業務従事者の技術 

向上に向けた研修会 
ア 精神保健福祉研修会 

 

 

 

 

イ 事例検討及びサービス調整会議 

他機関主催研修会等への協力・支援 

 

 

 

 

 

６ 普及啓発事業 

精神疾患や心の健康に関する理解を

深め、精神障害及び精神障害者に対す

る偏見の解消を目指し、住民に精神保

健福祉に 関する正しい知識の普及･啓

発を図る。 

（１） 市広報の利用、リーフレット等

の配布 

 

（２） 「こころの健康のつどい」の開催

（地域版精神保健のつどい） 

≪進捗状況≫ 

（２）研修会等開催状況 
ア 精神保健福祉研修会 

期日：平成２８年２月２日（予定） 

内容：講演 地域移行・地域生活支援について（ベストプラクティス報告） 

社会福祉法人巣立ち会（東京都調布市） 

 

 

イ 事例検討及びサービス調整会議 

主催 保健所 事業所等 

回数 ２ ２７ 

 

 

 

６ 普及啓発事業 

 

 

 

 

 

（１） 市川市及び浦安市の広報に精神保健福祉相談等の実施について毎月掲載依頼するほか、講演会や 

   研修会、会議開催時にリーフレット等を配布している。 

 

（２）「こころの健康のつどい」 

 平成２８年２月中旬開催予定 

 内容：笑いの健康法（仮） 

 


